
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用

証
内
規 

（
昭
和
三
十
八
年
六
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
九
号
） 

改
正 

昭
和 

四
十
年 

一
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号 

同 
 

四
十
年 

二
月
二
十
六
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 

四
十
二
年 

四
月 

 

七
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
四
十
五
年 

三
月 

 

二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
四
十
八
年 

十
月 

 

九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
九
号 

同 

五
十
六
年 

五
月 

十
二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

六
十
年 

四
月 

 

六
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

六
十
年
十
二
月 

十
九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
五
号 

同 

六
十
一
年 

五
月 

三
十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 

六
十
二
年 

十
月 
十
六
日
同 
 

 
 

 
 

 
 

第
九
号 

平
成 

 

元
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

 

元
年 

九
月
二
十
九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
七
号 

同 
 

 

八
年 

五
月 

十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 
 

十
一
年
十
二
月 

十
六
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
八
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

同 
 

十
五
年 

九
月 

 

五
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
五
号 

同 
 

十
六
年 

三
月 

十
九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 
第
一
号 

同 
 

十
七
年 

三
月
二
十
九
日
同 

 
 

 
 

 
 

 
第
三
号 

同 
 

十
九
年 

三
月
二
十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 

二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

令
和 

 

五
年 

三
月 

 

十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

 

（
記
章
及
び
身
分
証
明
書
又
は
記
章
帯
用
証
の
交
付
等
） 

第
一
条 

館
長
、
副
館
長
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
て
は
、
国
立

国
会
図
書
館
一
号
記
章
（
以
下
「
一
号
記
章
」
と
い
う
。
）
及
び
職
員
身
分

証
明
書
（
以
下
「
身
分
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。 

一 

専
門
調
査
員
、
司
書
、
調
査
員
及
び
参
事 

二 

国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員 

三 

行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
支
部
図
書
館
の
長
及
び
兼
任
司
書 

四 

非
常
勤
職
員
で
館
長
が
業
務
上
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
等
に
対
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
二
号
記
章

（
以
下
「
二
号
記
章
」
と
い
う
。
）
及
び
二
号
記
章
帯
用
証
を
交
付
す
る
。 

一 

非
常
勤
職
員
（
前
項
第
二
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
一
号
記
章
及

び
身
分
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
） 

二 

受
託
研
究
員
及
び
受
託
研
修
生
並
び
に
委
嘱
研
究
員 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
国
立
国
会
図
書
館
に
常
時
出
入
す
る
た

め
館
長
が
業
務
上
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
。 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
記
章
帯
用
証
（
甲
）
を
添
え
て
、

国
立
国
会
図
書
館
功
労
記
章
（
以
下
「
功
労
記
章
」
と
い
う
。
）
を
贈
呈
す

る
。
た
だ
し
、
退
職
の
事
由
が
、
そ
の
者
の
不
都
合
な
行
為
に
よ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
れ
を
贈
呈
し
な
い
。 

一 

館
長
、
副
館
長
、
専
門
調
査
員
、
部
局
の
長
、
関
西
館
長
、
次
長
、
副

部
長
、
司
書
監
、
主
幹
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
、
課
長
、
主
任
司
書
、

主
任
調
査
員
、
主
任
参
事
又
は
室
長
の
職
に
あ
つ
た
者
で
退
職
し
た
も
の 

二 

永
年
勤
続
表
彰
を
受
け
て
退
職
し
た
者
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
） 

三 

五
年
以
上
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
支
部
図
書
館
の
長
の
職
に
あ
つ



た
者
で
退
職
し
た
も
の 

４ 
前
三
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
館
長
が
国
立
国
会
図
書
館
の
発
展
に
い

ち
じ
る
し
く
寄
与
し
た
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
記
章
帯
用
証
（
乙
）

及
び
贈
呈
の
記
を
添
え
て
、
功
労
記
章
を
贈
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
館
長
が
国
立
国
会
図

書
館
の
発
展
に
特
に
い
ち
じ
る
し
く
寄
与
し
た
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、

記
章
帯
用
証
（
乙
）
及
び
贈
呈
の
記
を
添
え
て
、
国
立
国
会
図
書
館
特
別
功

労
記
章
（
以
下
「
特
別
功
労
記
章
」
と
い
う
。
）
を
贈
呈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

６ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
章
の
贈
呈
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
記
章
を
帯

用
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
贈
呈
を
受
け
る
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
が
贈
呈
後
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、

贈
呈
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

部
局
の
長
、
関
西
館
長
又
は
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
は
、
第
四
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
功
労
記
章
又
は
特
別
功
労
記
章
を
贈
呈
す
る
に
値
す
る

と
認
め
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
館
長
に
内
申
す
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
記
章
、
身
分
証
明
書
、
二
号
記
章
帯

用
証
、
記
章
帯
用
証
（
甲
）
及
び
記
章
帯
用
証
（
乙
）
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
の
と
お
り
と
し
、
贈
呈
の
記
の
様
式
は
、

別
に
定
め
る
。 

（
記
章
の
帯
用
及
び
身
分
証
明
書
又
は
記
章
帯
用
証
の
携
帯
） 

第
二
条 

一
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
立
国
会
図
書
館
、
衆
議
院
又

は
参
議
院
に
出
入
り
し
て
用
務
を
行
う
と
き
は
、
常
に
そ
の
記
章
を
帯
用
し
、

か
つ
、
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

二
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
立
国
会
図
書
館
に
出
入
り
し
て
用

務
を
行
う
と
き
は
、
常
に
そ
の
記
章
を
帯
用
し
、
か
つ
、
二
号
記
章
帯
用
証

を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

記
章
は
、
左
胸
部
の
見
易
い
所
に
つ
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
記
章
又
は
身
分
証
明
書
若
し
く
は
記
章
帯
用
証
の
提
示
） 

第
三
条 

一
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
庁
内
の
監

視
若
し
く
は
警
備
を
行
う
者
又
は
衆
議
院
若
し
く
は
参
議
院
の
衛
視
か
ら
記

章
又
は
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

二
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
庁
内
の
監
視
又

は
警
備
を
行
う
者
か
ら
記
章
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
章
、
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
の
取
扱
い
） 

第
四
条 

記
章
、
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
は
、
大
切
に
取
り
扱
い
、
他

人
に
利
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
身
分
証
明
書
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
の
訂
正
） 

第
五
条 
身
分
証
明
書
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
届
け
出
て
、
訂
正
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
章
、
身
分
証
明
書
又
は
記
章
帯
用
証
の
再
交
付
） 



第
六
条 

一
号
記
章
、
二
号
記
章
、
身
分
証
明
書
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
を
紛

失
し
、
又
は
破
損
し
た
者
は
、
再
交
付
願
（
当
該
再
交
付
願
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
を
含
む
。
）
を
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

功
労
記
章
又
は
特
別
功
労
記
章
の
受
贈
者
が
当
該
記
章
又
は
そ
の
記
章
帯

用
証
を
紛
失
し
、
又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
願
出
に
よ
り
、
再
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
記
章
及
び
身
分
証
明
書
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
の
返
納
） 

第
七
条 

一
号
記
章
又
は
二
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
退
職
等
に
よ
り

記
章
及
び
身
分
証
明
書
又
は
二
号
記
章
帯
用
証
を
所
持
す
る
事
由
が
な
く
な

つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
担
当
部
局
） 

第
八
条 

こ
の
内
規
に
よ
る
事
務
は
、
総
務
部
人
事
課
で
行
な
う
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
三
十
八
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
五
日
か
ら

適
用
す
る
。 

３ 

国
立
国
会
図
書
館
記
章
及
び
職
員
身
分
証
明
書
内
規
（
昭
和
二
十
八
年
七

月
二
十
日
制
定
。
以
下
「
旧
内
規
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。 

４ 

こ
の
内
規
施
行
の
際
現
に
旧
内
規
の
規
定
に
よ
り
甲
号
記
章
又
は
乙
号
記

章
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
内
規
第
一
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
号
記
章
又
は
二
号
記
章
の
交
付
を
受
け
た
も
の

と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
年
一
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
内
規
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書

及
び
記
章
帯
用
証
内
規
第
一
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
五
年
以
上
行
政

及
び
司
法
の
各
部
門
の
支
部
図
書
館
の
長
の
職
務
に
あ
つ
た
者
で
昭
和
二
十

三
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
こ
の
内
規
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
退
職

し
た
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
七
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
七
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
二
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
九
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 
則
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
年
四
月
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 



 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 
則
（
昭
和
六
十
一
年
五
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
九
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
立

国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
内
規
は
、
昭
和
六
十

二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
内
規
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書

及
び
記
章
帯
用
証
内
規
第
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
三
号
記

章
又
は
四
号
記
章
の
贈
呈
を
受
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
内
規
に
よ
る

改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
内

規
第
一
条
第
三
項
か
ら
同
条
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
功
労
記
章
又
は
特

別
功
労
記
章
の
贈
呈
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
元
年
九
月
二
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
七
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
元
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
八
年
五
月
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平

成
八
年
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
八
年
五
月
十
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
）
抄 

１ 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

規
則
（
平
成
十
一
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
二
年
一
月
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
五
年
九
月
五
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
内
規
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
内
規
に
よ
る
改
正
前

の
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員
身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
内
規
様
式

第
三
に
よ
る
記
章
帯
用
証
（
甲
）
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
記
章
帯
用
証
」
と

い
う
。
）
は
、
こ
の
内
規
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
記
章
、
職
員

身
分
証
明
書
及
び
記
章
帯
用
証
内
規
様
式
第
四
に
よ
る
記
章
帯
用
証
（
甲
）

（
次
項
に
お
い
て
「
新
記
章
帯
用
証
」
と
い
う
。
）
と
み
な
す
。 

３ 

旧
記
章
帯
用
証
の
交
付
を
受
け
た
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

旧
記
章
帯
用
証
と
引
換
え
に
、
新
記
章
帯
用
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
附 

則
（
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 
則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
五
年
三
月
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



             

                     

（表）

（
純
銀
製
、
た
だ
し
、

「セE
」
の
部
分
は
、
純
金
張
り
）

（様
式
第

＿
）

i

サ
記
章

---f今一

ーーだ声 l:ぅ

--＿↓ーー
8cm 

花弁、切抜き

留
金
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。

特
別
功
労
記
章

功
労
記
窪
の
慈
匠
で
、
純
銀
製
。
金
張
り
と
す
る
。

（表） （表）

（丹
銅
製
）

（
純
銀
製
）

――じ―――
0. 7 cm 

-—’- --

銀色

-- —-- ------r
.1.4cm 

-・ヘ-----―↓--

花弁、切抜き
0.1 cm 

功

労

記

章

留

金

の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。

二
号
記
章

銀色

-l―---
1.0cm 

-i ----

----------r 
I. 7 cm 

--- -- -—• -

留
金
の
様
式
は
、

蒋水色
別
に
定
め
る
。



                     

 

（表面） 

国立国会図書館 職員身分証明書 
    

（一号記章の意匠）  

写 
 
 

真 

 

National Diet Library  
（氏 名） 

（記章番号）／（発行年月日）  

 
 

（裏面） 

氏 名 
生年月日       年  月  日生 
現 住 所 
 
証 明 書  第    号 
記 章  第    号 
 
上記の者は、国立国会図書館の職員で

あることを証明する。 
年  月  日 

東京都千代田区永田町１－１０－１ 
国立国会図書館長□印  

１ この証明書は、国立国会図書館、衆議院又は参議
院に出入りするときは、記章とともに携帯しなけれ
ばならない。 

記章は、左胸部の見やすい所に着けなければなら
ない。 

２ 国立国会図書館の庁内の監視若しくは警備を行

う者又は衆議院若しくは参議院の衛視からこの証
明書又は記章の提示を求められたときは、その求め
に応じなければならない。 

３ この証明書及び記章は、他人に利用させてはなら
ない。 

４ この証明書の記載事項に変更を生じたときは、直

ちに届け出て、訂正を受けなければならない。 
５ この証明書又は記章を紛失し、又は破損したとき
は、再交付願を提出し、再交付を受けなければなら

ない。 
６ この証明書及び記章は、退職等により所持する事
由がなくなったときは、直ちに返納しなければなら

ない。 
７ この証明書の有効期間は、発行の日から４年とす
る。 

注１ 大きさは、縦５．４センチメートル、横８．６センチメートルとする。 
 ２ 色は、薄い青色とする。ただし、表面の左下の部分及び右上の部分は、青色とする。 

 

（
様
式
第
二
） 



                      

             

（
様
式
第
三
） 

 
 

記
章
帯
用
証
（
甲
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

（表面） 

国立国会図書館 二号記章帯用証 
    

（二号記章の意匠）  

写 
 
 

真 

 

National Diet Library  
（氏 名） 

（記章番号）／（発行年月日）  

 
 

（裏面） 

氏 名 
生年月日       年  月  日生 
現 住 所 
 
帯 用 証  第    号 
記 章  第    号 
 
上記の者は、本記章の帯用者であるこ

とを証明する。 
年  月  日 

東京都千代田区永田町１－１０－１ 
国立国会図書館長□印  

１ この帯用証は、国立国会図書館に出入りするとき

は、記章とともに携帯しなければならない。 

記章は、左胸部の見やすい所に着けなければなら

ない。 

２ 国立国会図書館の庁内の監視又は警備を行う者

からこの帯用証又は記章の提示を求められたとき

は、その求めに応じなければならない。 

３ この帯用証及び記章は、他人に利用させてはなら

ない。 

４ この帯用証の記載事項に変更を生じたときは、直

ちに届け出て、訂正を受けなければならない。 

５ この帯用証又は記章を紛失し、又は破損したとき

は、再交付願を提出し、再交付を受けなければなら

ない。 

６ この帯用証及び記章は、退職等により所持する事

由がなくなったときは、直ちに返納しなければなら

ない。 

７ この帯用証の有効期間は、発行の日から４年とす

る。 

注１ 大きさは、縦５．４センチメートル、横８．６センチメートルとする。 
 ２ 色は、薄い水色とする。ただし、表面の左下の部分及び右上の部分は、水色とする。 

 

（
様
式
第
三
） 



                      

                      

 

（表面） 

国立国会図書館 記章帯用証（甲） 
    

（功労記章の意匠）  

写 
 
 

真 

 

National Diet Library  
（氏 名） 

（記章番号）／（発行年月日）  

 
 

（裏面） 

氏 名 
生年月日       年  月  日生 
 
 
帯 用 証  第    号 
記 章  第    号 
 
上記の者は、本記章の帯用者であるこ

とを証明する。 
年  月  日 

東京都千代田区永田町１－１０－１ 
国立国会図書館長□印  

１ この帯用証は、国立国会図書館、衆

議院又は参議院に出入りするときは、

記章とともに携帯してください。 

２ 国立国会図書館の庁内の監視若しく

は警備を行う者又は衆議院若しくは参

議院の衛視からこの帯用証又は記章の

提示を求められたときは、その求めに

応じてください。 

３ この帯用証及び記章は、他人に利用さ

せてはなりません。 

注１ 大きさは、縦５．４センチメートル、横８．６センチメートルとする。 
 ２ 色は、薄い赤紫色とする。ただし、表面の左下の部分及び右上の部分は、赤紫色とする。 

 
 

（
様
式
第
四
） 



  

          

 

 

記 章 帯 用 証 

  氏  名 

  生年月日   年  月  日生 

  記  章   第    号 

  帯 用 証   第    号 

 上記の者は、本記章の帯用者で 

 あることを証明する。 

        年  月  日 

     国立国会図書館長  □印 

 

 

注   意 

 

１．この帯用証は、国立国会図書館に

出入するときは、記章とともに携帯

してください。 

 

２．監視又は館の指定する警備員から

この帯用証及び記章の提示を求め

られたときは、その求めに応じてく

ださい。 

 

３．この帯用証及び記章は、他人に利

用させてはいけません。 

←
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
8.5cm・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
→

 

←・・・・・・・・6cm・・・・・・・→ 

（記章帯用証（乙）の裏面）  

（
様
式
第
五
） 


	a3103a（国立国会図書館記章、職員身分証明書及び記章帯用証内規）
	a3103b（国立国会図書館記章、職員身分証明書及び記章帯用証内規　様式）

